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『今日は、山役銭（やまやくせん）と、入山料について話をしよう。江戸

時代以前、富士山に登山するには、山役銭というお金を納めたんじゃよ。

このお金はお墓銭として納めるもので、各登山口によって納める金は違っ

ていたんじゃ。吉田口で徴収する山役銭は、古くは領主に納めていたんじ

ゃが、1688～1703（永禄年間）年以降、山中4箇所の役場と御師に配布さ
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れるようになったんじゃ。2014（平成26）年から、

登山者に対して、環境保全の目的で任意の負担をお原

『富士吉田市にある「富士山ミュージアム」の展示解説

山役銭について、

ん。これによると、

とても分かりやすく記載があるで

富士山に登るために合計122文の

必要だったでまっすん。 江戸から富士山へ登山する

は、多額のお金か必要だったということでまっすん。

見方を変えると、江戸時代の経済は豊かだったでまっ

『そうじゃな。古くは244文で、武田

氏へ上納していたんじゃが、1570～

1572（元亀年間）に半分の122文とな

んだんじゃよ。山役銭はかつて、山中

にあった二合目役行者堂、金剛杖役場、

五合目中宮役場、頂上薬師岳の4箇所

で納めたが、後に御師に一括で支払い、 登山切手という通行証が発行されたんじゃ。しかし、

「根元八潮」（現‥忍野八海）を巡った人々には束円寺が登山切手（通行証）を発行したんじ

ゃよ。「根元八潮霊場」が再興される以前は、富士吉田ロから登山するすべての山役銭が御師

に納められていたのに、根元八潮霊場ができた途端、御師に山役銭が納められなくなってしま

ったんじゃ。束円寺は、御師に疎まれたんじゃよ。根元八潮霊場は、江戸の人々にとって魅力

がたくさんあったんじゃ。一つには、通行証の印は菊の御紋章が使われていたんじゃ。さて、

富士吉田浅間神社の紋章をク二マッスンは、知っておるかのう。』

『桜でまっすん。浅間神社の紋章と言えば、本来、忍草浅間神社は、菊の御紋章でまっすん。

現在は桜の紋章で、少し残念な気がするでまっすん。』

『江戸時代のガイドブックとしての根元八潮霊場の版図も魅力的だったと思うぞ。しかし、世

論は怖いぞ。そもそも根元八潮霊場再興は、忍草村の救済と未来に観光産業を残す大きな目的

のために行われた事業だったんじゃ。しかし、その詳細を知らない人、特に、御師にしてみれ

ば商売敵になってしまったんじゃから、御師の立場になれば仕方がないがのう。ふじさんミユ

「ジアムの資料には、山役銭の内訳や山小屋の料金か江戸時代と現代とが記載されておるん

じゃ。とても興味深いぞ。現在では、男女に関係なく富士登山かできるが、ある時期まで女性

は頂上まで登山できなかったんじゃ。次回は、そんなお話を中IB・に話をしょうがのう。』

※参考資料：ふじさんミュージアム資料解説 『講左衛門通信』は、第2・第4日曜日に発行予定


